
福島県 生活環境部 生活交通課

主査 佐藤 龍一

令和６年４月～ 生活交通課へ異動

（バス：地域公共交通活性化協議会担当）

公共交通の分野の仕事は初めて（新任者）

県北圏域、県中・県南圏域における
地域公共交通利便増進実施計画

の策定について

～再編内容や策定に至る事務的な調整等（市町村との広域連携）～

2026.1.16 公共交通シンポジウム
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福島県の紹介
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会津圏域

南会津圏域

県北圏域

県中圏域

県南圏域

相双・いわき圏域

大内宿（下郷町）

鶴ヶ城
（会津若松市）・人口は、 1,717,665人(全国21位)

・面積は、13,784㎢（全国３位）

・自治体数は、59市町村

・福島県は、地理的・歴史的背景から

７つの生活圏に分けられます。

・本日は、県北圏域、県中・県南

圏域における取組内容の紹介

あぶくま洞
（田村市） 2



喜多方・坂下線

檜枝岐線

小野線

石川・蓬田線

竹貫田線

小野・石川線

竜崎経由石川線

母畑経由石川線

矢田野経由長沼線、

横田経由長沼線

竜生線

大平経由小浜線

塩沢線

三春線

針道経由東和小学校線

船引線 古道線

新白河・石川線

藤田線

伊達線

伊達経由掛田線

医大立子山経由飯野線

医大経由二本松線

蓬田線

永井野線

坂下線

塩川・喜多方線

北会津線

河東・湊線

医大・川俣経由南相馬線

船引・川内線

移経由葛尾線

（急行）いわき～富岡線

川内～小野～上三坂線

川内～富岡線

坂下・柳津線

猪苗代・裏磐梯線

本郷循環線

大波経由掛田線

川俣高校線

白棚線

南タウン・向陽台団地線

月の輪経由梁川線

月の輪経由保原線

伊達経由保原線

富岡～浪江FH2R線

双葉・浪江～南相馬線

県全域

計画策定前
（R6.10）

〇 令和６年１０月現在、広域バス路線の地域間幹線系統４７系統について、地域間幹線
系統確保維持費国庫補助金を活用しながら、確保・維持を図ることとしている。

〇 上記４７系統のうち、東日本大震災に伴う激変緩和措置終了後に１８系統が国庫補助
要件（輸送量１５人/日以上）を満たさなくなるおそれがある。

課題（背景）

特に、中通りにおいて、
赤色の系統（輸送量15
人未満）が集中している

１日あたりの輸送量：
150人以下が補助対象になる。
ただし、密度カットはあり。

東日本大震災に伴う
激変緩和措置

利便性の向上等を伴う
路線再編を行い、
利用者を増やしていく
ことが急務

（地域の公共交通ネットワーク
の再編や、ダイヤ・運賃等の見
直しを通じて、利用者の利便性
の高い公共交通サービスを持続
的に提供するための具体的な事
業内容を定めた計画）

利便増進実施計画
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系統数
A

Aのうち輸
送量15人未
満の系統数

県北圏域 13
系統

５
系統

県中・
県南圏域

16
系統

13
系統

統合 新規
再編後の
系統数

B

Bのうち補
助要件の緩
和等の特例
措置適用

Bのうち輸
送量15人未
満の系統数

▲１
系統

１
系統

13
系統

３
系統

２
系統

▲３
系統

３
系統

16
系統

８
系統

５
系統

⚫ 系統の統合やルート見直し、経由地の変更等を行ったことにより、輸送量15人/日未満の

系統は、県北圏域５系統のうち３系統、県中・県南圏域13系統のうち８系統が補助要

件の緩和（輸送量３人/日）等の特例措置が受けられることとなった

（併せて、輸送量15人/日以上の系統も再編を行い、全体では、県北圏域６系統、

県中・県南圏域９系統について利便増進実施計画に記載）

⚫ なお、統合と新規が同数のため、両圏域とも総系統数に変更なし

⚫ 残る輸送量15人未満の系統は、次年度以降に引き続き見直し（令和８年４月実施の再編

を予定）

計画策定前（令和６年10月現在） 利便増進実施計画策定後（令和７年10月～）

※輸送量15人/日未満の系統は、東日本大震災に伴う激変緩和措置終了後に国庫補助対象外となるおそれがある系統 6

利便増進実施計画（R7.10実施）による再編・見直しの概要



令和６年度内での策定が
主なミッション

利便増進実施計画の策定に至るまでの過程（出発点）
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福島県地域公共交通計画（R6.3策定）

地域公共交通利便増進実施計画 ・ゼロベースからのスタート
・夏までに素案策定（非常にタイト）
・関係者が多岐に、複数の合意形成

知識不足
アイデア

不足

ノウハウ

不足

東北運輸局や

吉田先生（有識者）

へ相談しよう

地元に近い市町村や

福島交通（交通事業

者）の意見を聞こう

（経験値を生かす）

ＫＣＳ（コンサル会社）

に委託（活用）して

進めよう

法制度や
手続き

路線再編 進め方

様々な方々からの御支援



① 協議の場の提供

② 策定に向けたスケジュール調整

③ 適切な役割分担による再編内容のとりまとめ

④ きめ細かい情報共有等による共通認識の醸成

広域連携のための県の取組内容（役割）
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令和６年度内での策定が
主なミッション

福島県地域公共交通計画（R6.3策定）

地域公共交通利便増進実施計画 ・ゼロベースからのスタート
・夏までに素案策定（非常にタイト）
・関係者が多岐に、複数の合意形成



Web会議

（１回／月、担当者レベル）【6～9月】

路線の集約状況により、４つ設置
9

・ 関係者（市町村、交通事業者）

が対面で一堂に会して、再編内容

を協議する場の提供

・ 本県では、地域間幹線系統に関して、バス事業者との意見交換

の場はあったが、市町村から対面で意見を聞く場面はなかった。

・ これまでの路線再編では、検討している市町村が関係市町村

等に個別に相談した上で、合意形成を図っていく方式。

ワーキング会議の開催

① 協議の場の提供



・最終的なゴールを設定し、そこから「現在、何をすべきか」
を逆算して計画を立てる手法（バックキャスティング）

長期ビジョン

短期目標

② 策定に向けたスケジュール調整（ⅰ）
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利便増進実施計画
の策定

各ワーキング会議
の到達点を設定

中期目標

協議会での意見聴取

・ボトルネックとなる事項を洗い出しながら、全体的な視点で､
年度内に計画策定できるように、各ワーキング会議の到達点
を意識しながら、会議の開催を調整（逆算して細分化）



R6.6 第１回協議会 協議会の開催に合わせて

ワーキング会議における

協議内容や開催頻度を調整
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R6.10 第２回協議会

利便増進実施計画（素案）
の意見聴取

利便増進実施計画の概要と

検討の進め方を説明

② 策定に向けたスケジュール調整（ⅱ）

R７.2 第４回協議会

利便増進実施計画（正案）
の意見聴取

県地域公共交通活性化協議会の様子
→ 利便増進実施計画の策定

・対象路線の選定

・見直しの方向性

・再編の実施時期

・見直し案 など

再編の方向性を決定

６～９月に

１回／月

程度開催
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・ 圏域全体で最適な公共交通のあり方を協議・検討する必要があるの

で、関係者が多岐にわたり、多くのタスクがある。

③ 適切な役割分担による再編内容のとりまとめ（ⅰ)

国との調整地元との調整

道路運送法に
基づく協議関係

認定申請にあたって
の関係者からの同意

利便増進実施計画
（案）の資料作成 様々なタスク

再編内容の検討
（統合、経路の変更）

活性化協議会で
の意見聴取

再編に伴う
関係施設との調整

運行回数や運行
ダイヤの調整

整理



適切な役割分担（分業）
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③ 適切な役割分担による再編内容のとりまとめ（ⅱ)

国との調整

地元との調整 認定申請にあたって
の関係者からの同意

利便増進実施計画
（案）の資料作成

活性化協議会で
の意見聴取

再編に伴う
関係施設との調整

道路運送法に
基づく協議関係

再編内容の検討
（統合、経路の変更）

運行回数や運行
ダイヤの調整

市町村 交通事業者 県（コンサル含む）
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④ きめ細かい情報共有等による共通認識の醸成

計画策定に向けた検討を進める際に留意した点

→ 基本的なことをしっかり実践

□ ワーキング会議のアジェンダの明確化

□ 会議資料の事前送付

□ 会議終了後に結果概要を関係者全員に共有

□ 県でも現地調査を実施

～現場主義（百聞は一見にしかず）～

□ 会議以外でも個別協議の積み重ね
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①見直した系統に係るリーフレットの作成（住民向け）

•再編した系統を対象に、再編内容や利用に当たっての関連情報等を周知

②中学生・高校生向けの周知資料等の作成

•再編した系統の沿線の学校を対象に、公共交通による通学方法等を周知

③学校教育におけるモビリティ・マネジメント

•学生向けにバスに関する学習機会等を設定（R７は、二本松線を対象路線として、

構内への乗り入れを実施した福島大学と連携して実施）

福島大学におけるバスの乗り方教室モビリティ・マネジメントにおける利用促進ツール

R7におけるバス利用促進のための取組（市町村等とも連携）

住民向けリーフレット（表紙） 15
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